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健 康 福 祉
≪運動重点≫
・子どもと高齢者を交通事故から守
ろう 
・後部座席を含めた全ての座席でシ
ートベルトとチャイルドシートを正し
く着用しよう
・自転車の安全利用を進めよう  
・飲酒運転を根絶しよう
「飲酒運転四（し）ない運動」
1.運転するなら酒を飲まない。
2.酒を飲んだら運転しない。
3.運転する人に酒をすすめない。
4.酒を飲んだ人に運転させない。

農地の課税について

問税務課　56-0609

　固定資産税・都市計画税が農地と
して課税されている土地は、肥培管
理状態がよくないと、翌年度から農
地として認定されなくなる場合があ
りますので注意してください。
　なお、土地の利用状況について調
査するため、職員が確認に回ります
のでご協力をお願いします。
　また、農地転用を申請し許可され
た場合、実質的には宅地など（駐車
場や資材置場を含む）の潜在的価値
を有しているとみなされます。その
ため、何も利用がない場合やそのま
ま農地として耕作されている場合で
も、宅地並みの課税になりますので
注意してください。

生け垣や庭木などが
道路にはみ出ないように

問土木課　56-0621

　道路にはみ出した生け垣や庭木
の枝などは、通行のさまたげになる
だけでなく、カーブミラーや道路標
識なども見にくくなり、交通事故や
歩行者のけがの原因にもなります。
　生け垣や庭木、空き地の雑草、竹
やぶなどは、所有者が責任を持って
管理してください。

マイナンバーカード・
通知カードの休日窓口の開設

問市民課　56-0607

　平日にマイナンバーカード・通知
カードを受け取れない人のために、
休日窓口を開設します。

7月24日（日）9：00～12：30
本庁舎１階　市民課
個人番号カード交付・電子証明書

発行通知書兼照会書（ハガキ）、通知
カード、運転免許証などの本人確認
書類、住民基本台帳カード（持ってい
る場合のみ）

【注意】マイナンバーカードの受け
取りは予約制です。市の にあるマ
イナンバーカード予約ページもし
くは市マイナンバーコールセンター

（63-0178）へ電話して予約してく
ださい。

スマイルポイント
参加施設向け説明会

問社会福祉協議会　62-4700

　ながくて地域スマイルポイントに
参加いただける施設を募集してい
ます。手助けを必要としている施設
の人、説明会に参加しませんか。

7月20日(水)14：00～15：00
福祉の家2階　会議室
市内福祉施設の人　 無料
社協窓口または電話にて申込。

7月11日～20日
夏の交通安全県民運動

問安心安全課　56-0611

≪スローガン≫
ストップ・ザ交通事故　
　高めようモラル　守ろうルール

被保険者証・医療証の更新

問保険医療課　56-0617、56-0618

後期高齢者医療被保険者証
　後期高齢者医療被保険者証（若
草色）の有効期限は７月３１日です。８
月１日から使用する被保険者証（青
色）を７月中旬に簡易書留で郵送し
ます。
　７月３１日までの有効期限の被保
険者証は、８月１日以降、保険医療課
窓口へ返却するか、個々にハサミで
裁断するなどして破棄してください。

国民健康保険高齢受給者証
　高齢受給者証の有効期限は7月
31日です。有効期限が切れる前に
新しい「高齢受給者証（白色）」をお
送りします。
　７月３１日までの有効期限の高齢
受給者証（肌色）は、８月１日以降、保
険医療課窓口へ返却するか、個々に
ハサミで裁断するなどして破棄して
ください。

母子・父子家庭医療費受給者証
　母子・父子家庭医療の受給者は、
毎年８月に更新があります。現在お
持ちの医療証の有効期限は、７月３１
日です。対象者には更新の案内を郵
送しますので、引き続き受給される
人は7月8日（金）までに申請書類を
提出してください。
　認定審査を行った上で、引き続き
対象となる人には7月下旬に新しい
医療証を郵送します。現在使用して
いる医療証は8月1日（月）から8月5
日（金）までに返送してください。

障害者医療費受給者証
　障害者医療の受給者（医療証の
受給者番号が５３３から始まる人）は、
３年に１回更新があり、今年7月中に
更新する必要がありますので、受給
者には更新申請書を郵送します。

N a g a k u t e  I n f o r m a t i o n

より詳細な情報は、市ホームページで見ることができます。
http://www.city.nagakute.lg.jp

で検索ながくて
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